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Abstract 

The purpose of this study was to report the actual condition of the evaluation of Physical 

Education in public high school. The proc応芯 of this study was to investigate the questionｭ

naires to 136 public high schools in Os し‘.\，l.

The findings of this study were as follows: 

( In the way of instruction, the schools having the unified criterion were about a harf. 

( In tlw way of the evaluation, the schools having the unified criterion were over 80%. 

③ r『hG number of schools using the relative-evaluation was larger than the schools using the 

absolu te-evaliation. 

( The schools thinking that attendance-point was the most serious view of the evaluation 

were near about two thirds, but in the unified criterion, the rate of actual technics-point 

was the largest. 

1. はじめに

学校教育活動において「評価J は最も重視す

べきもののひとつであり、またそれだけに、多く

の意味を包含させたものでなければならない事は

異論をはさむ余地のないところであろう。高田9)

は「評価は、生徒のとって生涯消えることのない

人間判定となっていつまでも残るものであり、そ

の権限は教師に一切を任されている」と述べて、

評価の重娑性及びその評価にあたる教師の責任の

重さを強調している。しかし、高田自身の調査結

果より、特に体育評価に関しては「体育評価に対

する不明瞭さ・暖昧さが、生徒の体育授業への不

満・不信と関連し、体育軽視の姿勢へと結びつい

ている」と指摘し、体育評価の改善と工夫が緊急
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に必要な事項であると警鐘を鳴らしている。具体

的には①単純な評価②体育とスポーツの混同③測

定だけの評価の 3 点がこれまでの体育評価の特徴

であるとしてその改善を求めているのである。言

い換えれば、体育本来の目的はあくまでも建て前

に過ぎず、実際には測定や技能の優劣を重視した、

いわゆる“スポーツ方式の評価”になっていると

いう指摘である。また、南ら4)の研究においても、

体育評価の現状は「運動技能の高低を最も重視し

た評価が多い」という結果を得ており、それが

「虚弱な子や無器用な子どもを体育嫌いに追いやっ

ている」と、高田と同様の指摘を行なっている。

さらには、極論ではあろうが、佐藤8)のように体

育廃止論を主張して教科体育を批判する者まで出

現している。このように、体育評価に対する批判

は大きく、また無視できない問題でもあるが、現

状は彼等の指摘する通りなのだろうか？ という

のが本研究に取り組む動機となった。

そこで本研究では、大阪府立高等学校（全日制・

普通科）を対象とした実態調査を基にして高等学

校における体育評価の現状を分析し、その問題点

を明らかにする事を目的とした。

2. 研究方法及び手続き

1) アンケート形式による質問紙法

大阪府教育委員会事務局保健体育課学校体育係

に協力を依頼し、郵送法により質問用紙を配布・

回収した。

2) 調査対象

大阪府立高等学校（全日制・普通科） ： 136校

の体育科（主任）

回収率： 82. 4% (112校）

調査年度を基準として創設何年目かを 10年区分

表 1 創設何年目かについて

叫冒゜I冒°|21了 I3勺゜性～3

で集計した結果が表 1 である。以後の統計的観点

から、便宜上、創設 1 年目～ 10年目の学校群を

“校種 I "、 11年～40年目の学校群を“校種IT "、

41年目以上の学校群を“校種ill" として各群の学

校数に差のないように分類し、その結果を表 2 で

示した。この区分には、校種 I は「創設間もない

建設期の学校」、校種 II は「ほぼ基礎の固まった

中堅的な学校」、校種皿は「戦前からの伝統校」

というそれぞれの意味合いを持たせ、各校種間の

差をみる事をねらいとした。

表2 校種分類
校種 I 校種 II 校種1I1 全体

校数 41 1381331112 
·············-·······································-···················-··••········ 

%1 36.6 I 33.9 I 29.5 I 100 
校積 I ：和屈 1~10年， 校積 Il ：創設11~40年

校種m ：創設41年以L

3) 調査期日

郵送期日： 1985年 6 月、 回収期日：同年 7 月

4) 調査項目

創設期、講座の持ち方、指導法、評価法、指導

法の変化、評価法の変化、相対・絶対評価、最重

点評価項目、その他

5) 分析方法

第一次集計：各設問の単純集計（整数・パーセ

ント）

第二次集計：関連する設問間でのクロス集計

（整数・パーセント）

3. 結果及び考察

1) 講座の持ち方について

表 3 の結果より、同一クラスの複数講座を複数

の教員で分担する方式をとっている学校が全体の

80％近くを占めている事がわかる。 1 つのクラス

を複数の教員で分担するか、 1 人の教員で全講座

担当するかという方式の違いについてはそれぞれ

ー長一短があり、一概に善し悪しを論ずる事はで
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表3 講府の持ち方に関する集計粘果

＊無斧： 2(1.f3%)

「「暉I 碍ll 梃厘lll 全五
校数：

········································•············· 

％校数； ％校数． ％校数 % 
① 3 380.5 3 2.84.2 2 4 72.7 8 9 79.5 

□82 5.3 3 9.1 9 8.0 
( 3: 7.31 4110.sl 5 1s.2l 1 2 10.1 

①同ーク 7A0)ぷ府を複依の教昌が担当

®同ークう人の名斤を 1 人の教員が担当 ®その他

きないが、いすれもその学校の実情に合わせた方

式であろうと推察される。

2) 種目別指導法に関する統一基準について

表4 種目別指導法の統一基準に関する集計結果

暉I 校種II 校種m 全体·······-···························-·············•·············-·············•·············-······· 
校数· 忍校数 Z 校数 Z 校数 Z 

① 2 1.51.2 1 5 39.5 2 0 60.6 5 6 50.0 

( 8 ll9.5I 12 [31.61 1121.212 7 ¥24.1 

( 1 1 :26.8110126.3 I 5 !15.2 I 2 6)3.2 

( 1!2.41 1!2.61 1 ・ 3.01 3!2.7 

G精目別の店逢法は、担当教員（こ任されている

＠精目別の指泌法（しは、統一屋準が詮けられている

③指導、tの—屋準が謡けられている情目もある ④その他

指導法について種目ごとに統一基準か設けてあ

るかどうかについてみた結果が表 4 である。これ

を統一韮準の有無によって大別してみると（有：

無＝①：②十③）、両者がほぼ半々の同率となっ

ている事がわかる。校種別にみると、校種 II にお

ける［ー担当教員に任されている」の割合が他の校

種と比べて低くなっているのが特徴となっていた

(39.5%）。また、統一基準のある種目（表 4 の③）

についてその内訳をみた結果が表 5 であり、水泳

表5 指導法に統一基準のある種目

麻ll2叶持知じ 9叶体操 3校
ｷｷｷｷｷ-ｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷ-ｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷ 

陸上， 19`、スケット，レグ）I-沿ン j 2校
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・ー·········•~--

剣道，柔道，,.,かクゲじー，中距離走'. 1校
※表4 の@(26校）の内訳

次いで持久走が比較的多く、種目としての特殊性

が伺える。

3) 評価法に関する統一基準について

表6 評佃琺の統一基準に関する集計結果

暉I 磯II 校種III 全体......._.........................._........................................ 

校数 Z 校数・ 芯校数 芯校数 % 
( 3 j 7.31 5 J3.2l 10!30.8118 J6.l 

( 38192.7132184.2121!63.6191181.3 
( o: o I 1: 2.61 2: 6.11 3! 2.1 

⑪El当教員（こ任されている ＠科（ぶいて紐ー碁登が設けられている

＠その他

教科内で評価法の統一基準が設定されているか

どうかについてみた結果が表 6 である。全体の80

％を越える学校で統一基準が設定されている事が

わかるが、校種別にみると、校種 I →校種 II →校

種皿へと担当教員に評価が一任される割合か多く

なり (7. 3%• 13. 2％→30.8%）、逆に統一基準を

設ける割合が少なくなる頷向が顕著となっており

(92. 7%• 84. 2％→63.6%）、創設時期が古い学校

ほど評価は教師に一任させていく様子が伺える。

評価法の統一基準について、その内容を具体的

に網羅したのが表 7 である。この結果をみると、

それこそ同じ基準は 1 校もないと言っても過言で

はないほど多種多様なものとなっている事がわか

る。そこで、評価を算出する上で最もウエイトを

占めている項目、即ち“最重点評価項目”につい

て着目したのが表 8 である。この結果より、評価

算出上は“実技点菫視”の傾向が明らかであり、

高田9)や南ら 1)の指摘を裏付ける結果となっている

事がわかる。

種目ごとに評価の統一基準が設定されているか

どうかをみようとしたのが表 9 であり、全体では

「担当教員に任されている」が 2/ 3 近くを占め

ている事がわかる。校種別にみると、校種 I にお

いては「統一基準が設けられている種目もある」

(31. 7%）が、校種 II においては「統一基準が設け

られている」 (21. 1%）のそれぞれの割合が他の

校種と比べて高くなっているのが特徴となって
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表 7 評価法における統一基準の内容一覧
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表8 評価算出上の最重点評価項目
校種 1 校種 lI 校種lll 全体 l

実技点 32 校 20 校 l げ 68 校

- Lニその他 5 I 3 I 1 I ~:i 
々•各註価liJ目の割合が町、し（ある 'I'/ 校の内ボ

表 9 種目別評価法に関する集寸結果

＊無答： 3 (乙． 7%)

, l 校種 l 丁哀神］1 | 校神lll 石了i
虞文-％虞ぎL_J 暉マ％畷一災

① 24 58.5 2 7 71.1 2 2 66.7 7 3 65.2 

(2)1 :L 7.31 8 21.ll 3: 9.111412.5 

( l3!3L7j ~~17.91 515.1121!18.8 
④ 0 :0 0: 0 13.0」
Q卵当教員（」打されている ③紐ー且fが成けられ（いる

Q泊i4}fが設けられている積 [-l もある ④その他

いる。また統一誌準が設定されている種目につい

てみると（表 9 ③の内訳）、水泳次いで持久走が

比較的多く、指導法の統一基準について得られた

結果と類似した結果となっているのが目を引いた。

よ10 指導法と杜目別評価法との関係り i 人 9．叶）

「指
-------、

①l09廿教i~(」任されている ③紐ー彗itIi詮（いれ（いる

◎粒—”と日1が設(J られている積目もある ④そ 0)柚：百駆

さらにクロス分析の結果をみると（表10及び表

11)、指導法及び評価法が担当教員に一任されて

いる学校ては、種目ごとの評価法もそのまま担当

に任される傾向が顕著であり (83. 9%, 94. 4 

％）、また、指導法及び評価法に統一腿準が設け

られている学校においても、種目ごとの評価法で

は担当教員に一任される傾向が比較的高い様子が

伺える (48. 1%, 59. 3% ）。

4) 指導法の変化について

表12 指導法の変化について

暉I 暉II 校種III 全体暉直女一％暉- zi啜数％
0)113 ¥31.711 2 [31.61 8 :24.2J3 3 ;29. 7 言］〗］ドロ[:↑`::［三
( o: o I o: o I o o I o o 
①変化して米（いる ②9l ばt&l;’l ている

③｝ららとも呂えない (4)その他

表12の結果より、指導法が「ほほ固定している」

学校の割合は全体の半数近くを占めている事がわ

かる。これを校種別にみると、校種 I →校種n →

校種mへと―ほほ固定している」の割合が高くな

る傾向かみられ (36. 6％→47.4％→57.6% ）、古

い学校ほど指導法が固定化している様子が伺える。

しかし、時代や生徒の変化、体育・スポーツ科学

の進歩芍を考えると、固定化することを是とする

判［祈をそのまま肯定する事には大きな危険性があ

ると巳われる。

5) 評価法の変化について

亨口;1J:;;;. よl3 誅麟0浚化について

積目別計価法

①担当教員に任されている ®統一退準が設けられ了いる

@—基準が談けられている積目もある ④その他： ?i陀

校種 I 校種 ll 校種Ill 全休

校数； % 校数一 災 校数 災校数 匁

0) 15136.6 1 2'31.6 4. 12. 1 3 l. 27. 7 

② 2 4 :: 58.5 2 2 ;57_9 2 5 :75.8 7 1 63.4 

③ 2 i 4.9 3: 7.9 3 9. l | I 8 7. 1 
④ 0: 0 0. 0 1'3.0 1 0.9 

＊細答： 1 (0. ()%) 

①変化して来ている ＠（れは［利すしている

③とちらとも呂えない ④その他
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表14 指導法と評価法の変化の関係の［以煎計）

指 ① ② ③ 

評
校数『．．．．．．．．．％ 暉「....＂%. 校数「．．．．．．％・

① 2 1 j63.6 5: : 9.6 
157511),51855...5 6 9 ② 1 0 [l 30.3 4 6 88.5 

③ l 3.0 0 0 

①変化して米ている ®ほぽ固定している

③どちらとも言えない ④その他

表13の結果より、全体では評価法が「ほぼ固定

している」学校の割合が最も多く全体の 2/3 近

くを占めており、特に校種III にこの傾向が強くなっ

ている事がわかる (75,8%)。また、校種 I →校

種 Il→校種皿へと評価が「変化して来ている」学

校の割合が減少する傾向にあり (36,6％→31. 6% 

• 12, 1%）、これは指導法の変化における結果と

類似している。また、指導法及び評価法のそれぞ

れの変化の関係をみたのが表14であるが、両者と

も変化についてはほぼ同様な傾向にあり、指導法

が変化して来ている学校は評価法も変化し (63.6

％）、指導法がほぽ固定している学校は評価法も

ほぼ固定している (88,5%）様子が伺える。

6) 相対評価と絶対評価について

表15 相対・絶対評価に関する集計結果

校種 I 校種II 校種III 全体ｷｷｷｷｷｷｷ-ｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷ-ｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷ-ｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷ-ｷｷｷｷｷｷｷｷ 
校数l ％校数［ 公校数［ ％校数l % 

① 15[36.61 7 l44.7 1 5 ;45.5 4 7 l42.0 

( 12 !29.31 s 121.2113 l39.4l3 3 /29.s 
( 1 o !24.41 g !23.11 3 l 9.112 2119.s 
( 4 l 9.81 4 !10.sl 2: s.111 o: 8.9 
①l対許価 ②絶対社価

③絶対許価であるが、欠点に関しては制約がある ④その他

表15の結果より、相対評価を採用している学校

が全体では42.0％で最も多くなっている事がわか

るが、校種皿における絶対評価の割合が他の校種

よりも高くなっているのが目を引いた (39.4% ）。

相対評価と絶対評価の是非の問題に関しては、以

前よりその善し悪しについてよく論議されている

ところであり、また学校内規等の問題との関連も

ある為、難問と言えよう。

7) 評価における主観的な最重点項目について

表16 最甫点評価項目に関する集計結果

>>※複耽回答もあるため、記述された項目f·7 項目（土分した。

顆伯付けしてある場合には｀ 1 位のみを取り上げた。

評価算出上のものではなく、主観的な意識面で

の最重点評価項目についてみた結果が表16である：

全体では出席点を最も重視している学校が多く 2

/3 近くを占めており、次いで実技点、努力度の

順となっている。この結果と計算・算出上の評忙

法の統一基準の内容を比較してみると、明らかに

矛盾した結果となっている事がわかる。つまり、

評価を考える際に、主観的な意識面では出席状沢

を最重視すると考える傾向が強いのに対し、計算・

算出上では実技点が最もウエイトを占めていると

いう矛盾である。しかし校種III においては、意識·

計算の両面での一致がみられた。

4. まとめ

本研究では、高等学校における体育評価の実

態をみる為に、全日制・普通科の大阪府高等学校

全 136校を対象とした質問紙法による実体調査を

実施したが、その結果をまとめると以下のように

なる。

①講座の持ち方については、同一クラスにおける

複数の講座を複数の教員で分担する形式をとって
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いる学校が80％近くと大半を占めている。

②指導法については、統一甚準を設けている学校

と担当教員に任されている学校とにほぼ二分され

ている。また、主観的にみて指導法がほぼ固定化

しているとする学校が半数近くで最も高い割合を

占めている。

③全体の評価法については、統一基準を設定して

いる学校が80％を越えているが、種目ごとの評価

法については、担当教員に任されている学校が 2

/3 近くを占めている。また、主観的にみて評価

法がほぼ固定化しているとする学校が 2/3 近く

を占めている。

④相対評価の方式をとっている学校の方が、絶対

評価の形式をとっている学校よりも多い。

⑤最重点評価項目については、主観的には出席点

最重視の学校が 2/3近くを占めているが、計算・

算出上の統一基準では実技点の占める割合が最も

大きくなっている学校が多く、意識面と実際面と

の間に'’ずれ’'が認められる。

⑥指導法及び評価法について統一基準の設けられ

ている種目は、共に水泳、持久走がこの順で多く

なっており、種目としての特性が認められる。

⑦指導法及び評価法が担当教員に一任されている

学校では、種目ごとの評価法もそのまま担当教員

に任される傾向が顕著であり、また、指導法及び

評価法に統一基準が設けられている学校において

も、種目ごとの評価法については担当教員に一任

される傾向が強い。

⑧指導法及び評価法の主観的にみた変化について

は、両者がほぼ同様な関係にある。

⑨各校種間の比較では、以下のような特徴が認め

らた。

i) 校種 I の特徴：種目別の評価法については、

「統一基準が設けられている種目もある」の割合

が他の校種よりも高い。

ii) 校種 II の特徴：指導法については「担当教

員に任されている」の割合が他の校種よりも低く、

また種目別の評価法については「統一基準が設け

られている」の割合が他の校種よりも高い。

iii) 校種皿の特徴：評価法の変化については

「ほぼ固定している」の割合が極めて高い。最重

点評価項目については、意識面及び計算面の両面

において実技点重視の方向で一致している。また、

絶対評価の割合が他の校種よりも高い。

iv) 評価法における“担当教員への一任＂、及

び指導法の変化における“固定化＂の割合が、校

種 I →校種 II→校種1llへと高くなってゆく傾向が

認められる。また、評価法の変化については「変

化して来ている」の割合が校種 I →校種 II→校種

1llへと低くなる傾向が認められる。

体育評価の実践において守るべき事として、高

即は①実践の改善に役立つ評価②正確な評価③

多方面からの評価、の 3 点をあげ、また良い評価

の条件として①生徒が納得する評価②実践を重視

した評価③到達度を示した評価、の 3 条件を提示

している。これらの考え方は、アメリカにおいて

Safriいにより体系科され、実践もされているア

セスメント (ASSESSMENT) という概念と酷似し

ており、決して実行不可能なものではない事が期

待できる。本研究においてある程度明らかになっ

た多種多様な評価法については、実際に評価を受

ける生徒側の反応が未知のため、その良否につい

て判断することはできない。しかし、生徒の質の

変化や体育・スポーツ科学の発展が目覚ましい今

日、多くの学校において評価法及び指導法が固定

化している現状には問題を感じざるを得ない。ま

た最重点評価項目において、意識面と実際面との

間にずれが生じている事からもわかるように、評

価の難しさが浮き彫りにされたようにも思われる。

本研究では、大阪府立高等学校（全日制・普通

科）における体育評価の現状がある程度明らかに

なったが、最重点評価項目になっている実技点の

内容にまでは言及できなかった。本研究を今後進

めてゆくには、この実技点の内容を具体的に解明

し、また他の都道府県の現状を明らかにする必
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要性があろう。さらに、評価を受ける生徒側の反

応を調べる事も重要である。そして、「良い指導・

評価」が可能となる教育環境・教育条件に関する

研究や検討が今後十分に行なわれる必要性を強く

痛感した。

本研究のアンケート調査にご協力いただいた各学校

の先生方、並びに大阪府教育委員会事務局保健体育課

学校体育係の皆様に、心より深く感謝申し上げます。

主な引用・参考文献

1) 小林篤，体育の授業研究，大修館， 1978.

Pp. 279. 

2) 松田岩男；宇土正彦（編），現代学校体育

大辞典，大修館， 1973. pp. 154-69 

3) 松田岩男；宇土正彦（編著），体育実技指

導ハンドブック，大修館， 1973. pp. 154-69. 

4) 南隆，広橋義啓；金原勇，学習意欲と

評価，日本体育学会第35回大会号， 1984. p. 544. 

5) 文部省，高等学校学習指導要領解説総則，東

山書房， 1980. pp. 122-24. 

6) 大段員美，「体育授業の改善と授業分析」

体育科教育， 27-9: 16-19, 1974. 

7) Safrit,M,J （著）場佐清有；永田晟；宮

崎義憲；青山 昌二（共訳），体育評価とアセス

メント，泰流社， 1982. Pp. 422. 

8) 佐藤忠男，「体育なぜ」新体育， 46-9,

1976. 

9) 高田 典衛，「体育評価をめぐる諸問題につ

いて」体育授業研究第 9 集， 1981. pp. 9-34. 

10) 高田 典衛，実践による体育授業研究，大修

館， 1979. pp. 1-20; 190-205. 

11) 高田 典衛（編），体育授業研究第 9 集，明治

図書， 1981. Pp. 192. 

12) 高田典衛，「評価は納得いく方法で」体育

科教育， 34-5:72-73. 1986. 

13) 宇土正彦，体育学習評価ハンドブック，大

修館， 1981. pp. 5-35. 

-28-


